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明
治
元
年
「
御
基
金
調
達
元
帳
」（
大
阪
）

「
御
基
金
調
達
元
帳
」
は
、
明
治
新
政
府
が
三
都
の
商
人
等
に
課
し

た
三
百
万
両
の
会
計
基
立
金
徴
募
に
関
す
る
台
帳
の
一
つ
で
あ
る
。
会

計
基
立
金
徴
募
台
帳
は
三
井
文
庫
に
計
二
七
冊
あ
る
。
そ
の
第
一
冊
目

（
一
甲
）
が
「
御
基
金
調
達
元
帳
」
で
あ
っ
て
、
大
阪
・
堺
・
兵
庫
・

伊
丹
の
四
地
域
の
調
達
金
応
募
者
名
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
第
二
冊
目

の
一
乙
以
降
か
ら
二
十
五
が
京
都
・
山
城
・
近
江
の
「
調
達
金
元
帳

会
計
局
」、
最
後
の
二
七
冊
目
（
二
十
六
）
が
東
京
の
「
御
用
達
諸
町

人
其
外
調
達
金
元
帳

出
納
司
」
で
あ
る
。
後
の
二
者
の
題

お
よ
び

背
書
き
は
「
会
計
官
調
達
金
元
帳
」
で
統
一
さ
れ
て

１
）

い
る
。
い
ず
れ
も

大
正
四
年
六
月
に
旧
三
井
文
庫
が
井
上
馨
伝
記
編
纂
資
料
と
し
て
大
蔵

省
文
庫
所
蔵
の
原
本
を
謄
写
収
集
し
た
も
の
で
あ
り
、
三
井
文
庫
の

「
Ｗ

一

四
〇
」
と
「
大
四
〇
」
と
い
う
整
理
番
号
が
付
い
て
い
る
。

「
大
」
は
大
蔵
省
文
庫
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
原
本
は
大
正
一
二

年
の
関
東
大
震
災
で
焼
失
し
て
今
は
な
い
。
謄
写
本
の
大
き
さ
は
二

七
・
三
㎝
×
一
九
・
二
㎝
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
表
紙
に
は
三
井
家
編

纂
室
時
代
の
特
製
の
用
紙
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
各
冊
一
甲
か
ら
二
六

ま
で
の
通
し
番
号
も
旧
三
井
文
庫
で
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
が
、

２
）

扉
書

（
実
際
に
は
手
書
き
の
題

）
に
あ
た
る
部
分
に
は
、「
御
基
金
調
達
元

帳
」
に
は
、「
第
一
類

明
治
自
元

至
四

年
出
納
寮
之
部

第
百
五
拾

冊
」

と
あ
る
。「
会
計
官
調
達
金
元
帳
」
は
同
様
だ
が
「
第

十
七
冊
」
か

ら
始
ま
っ
て
、
二
五
冊
目
の
東
京
の
部
は
「
第
百
十
二
冊
」
と
書
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
御
基
金
調
達
元
帳
」
の
前
に
四
〇
数

冊
分
の
番
号
が
す
っ
ぽ
り
抜
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
何
が
抜
け
て
い

る
の
か
は
判
ら
な
い
が
、
旧
三
井
文
庫
が
写
し
取
る
必
要
性
が
な
か
っ

た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
大
阪
の
「
会
計
官
調
達
金

元
帳
」
や
、
京
都
、
江
戸
の
「
御
基
金
調
達
元
帳
」
も
存
在
し
た
の
で

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、「
会
計
官
調
達
金
元
帳
」

の
冊
数
を
見
て
も
わ
か
る
と
お
り
、
京
都
・
山
城
・
近
江
は
圧
倒
的
に

多
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
記
載
様
式
は
、
本
号
の
口
絵
に
あ
る
よ
う
に
、

応
募
者
一
件
当
り
の
出
金
高
と
利
子
の
支
払
い
状
況
が
記
さ
れ
て
い
る
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が
、
応
募
者
が
何
回
か
に
分
け
て
出
金
す
る
場
合
、
何
度
も
名
前
が
登

場
す
る
。

こ
れ
に
対
し
、「
御
基
金
調
達
元
帳
」
は
、
応
募
者
一
人
一
人
の
出

金
総
額
と
、
納
金
し
た
月
が
記
さ
れ
て
い
て
、
利
子
に
つ
い
て
は
記
載

が
な
い
。「
御
基
金
調
達
元
帳
」
は
「
会
計
官
調
達
金
元
帳
」
を
元
に
、

各
個
人
別
に
仕
分
け
整
理
し
た
帳
簿
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
「
御
基
金
調
達
元
帳
」
の
う
ち
の
大

阪
の
分
で
あ
る
。「
御
基
金
調
達
元
帳
」
に
は
、
明
治
元
年
三
月
か
ら

十
一
月
ま
で
の
大
阪
の
ほ
か
、
堺
、
兵
庫
、
伊
丹
の
応
募
者
の
出
金
額
、

住
所
、
納
金
月
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
納
金
月
と
小
計
は
朱
書
で
あ
る
。

堺
以
下
の
地
域
は
出
金
額
の
大
き
い
順
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
大
阪

は
個
人
出
金
だ
け
で
も
一
七
三
〇
件
、
仲
間
関
係
や
無
拝
借
を
入
れ
る

と
二
〇
〇
〇
件
を
越
え
る
た
め
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
大
き
く

分
け
る
と
、
個
人
、
永
納
、
諸
株
仲
間
、
大
阪
外
、
両
替
仲
間
、
無
拝

借
と
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
小
計
が
出
さ
れ
て
い
る
。
個
人
で
は
さ

ら
に
細
か
く
屋
号
や
名
字
の
い
ろ
は
順
に
グ
ル
ー
プ
分
け
さ
れ
て
、
そ

の
グ
ル
ー
プ
内
で
の
高
額
者
順
に
な
っ
て
い
る
（
出
金
額
順
に
つ
い
て

は
例
外
も
あ
る
）。
商
人
名
が
い
ろ
は
別
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
名
字
、

屋
号
が
わ
か
れ
ば
、
出
金
額
や
住
所
が
引
け
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ

て
い
て
便
利
で
あ
る
。
ま
た
諸
株
仲
間
は
金
額
順
、
無
拝
借
は
い
ろ
は

順
で
配
列
さ
れ
て
い
る
が
、
両
替
仲
間
に
つ
い
て
は
順
不
動
で
あ
る
。

「
御
基
金
調
達
元
帳
」
が
ど
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
か
を

み
る
た
め
に
、
グ
ル
ー
プ
を
43
に
分
け
て
表
の
形
に
し
た
。
こ
の
中
で

個
人
で
出
金
す
る
の
は
グ
ル
ー
プ
番
号
１
か
ら
38
で
あ
る
。
い
ろ
は
別

の
ト
ッ
プ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人
物
が
一
番
金
額
が
多
い
の
で
、
そ
の

人
物
を
仮
に
代
表
者
と
し
て
あ
げ
た
。

ま
ず
、
こ
の
中
で
、
明
治
元
年
二
月
に
会
計
官
の
前
身
金
穀
出
納
所

の
御
用
掛
に
任
命
さ
れ
た
一
五
人
の
両
替
商
の
う
ち

名
が
ト
ッ
プ
記

載
者
と
し
て
あ
が
っ
て
い
る
。
石
崎
喜
兵
衛
、
殿
村
平
右
衛
門
、
長
田

作
兵
衛
、
和
田
久
左
衛
門
、
高
木
五
兵
衛
、
中
原
庄
兵
衛
、
山
中
善
右

衛
門
、
広
岡
久
右
衛
門
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
屋
号
で
は
な
く
名

字
で
い
ろ
は
分
け
さ
れ
て
い
て
、
住
所
も
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
判

る
。
表
に
は
な
い
が
あ
と
の
七
人
も
同
じ
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
書
き

上
げ
る
と
、
長
田
作
五
郎
（
加
嶋
屋
）、
殿
村
伊
太
郎
（
米
屋
）、
井
上

市
兵
衛
（

池
屋
）、
樋
口
重
郎
兵
衛
（
加
嶋
屋
）、
今
堀
長
吉
郎
（
米

屋
）、
平
瀬
宗
十
郎
（
千
草
屋
）、
浅
田
市
之
助
（
嶋
屋
）
で
あ
る
。
右

の
一
五
人
以
外
、
例
え
ば

池
屋
善
五
郎
は
（
か
）
行
の
と
こ
ろ
に
あ

る
。
序
で
に
い
う
と
、
扇
屋
、
近
江
屋
は
（
あ
）
行
で
あ
る
。
莇
原
屋

も
あ
ざ
わ
ら
屋
と
読
む
ら
し
く
、
あ
行
に
あ
る
。
梅
屋
は
（
む
）、
関

東
屋
は
（
く
）
で
あ
る
。
曲
尺
屋
は
（
さ
行
）
な
の
で
さ
し
が
ね
屋
で

あ
ろ
う
か
。
39
の
伊
丹
屋
勝
蔵
は
、
１
に
も
43
に
も
名
前
が
あ
る
。
40

は
諸
株
仲
間
で
、
代
表
者
の
16
人
が
個
人
出
金
と
重
複
、
グ
ル
ー
プ
42

の
両
替
仲
間
で
は
74
人
の
代
表
者
名
の
内
36
人
が
重
複
す
る
。
両
者
の
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「
外
」
メ
ン
バ
ー
を
合
わ
せ
る
と
総
勢
230
人
余
と
な
る
。
お
そ
ら
く
重

複
率
は
も
っ
と
高
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
合
計
額
は
１
か
ら
42
の
両
替
仲

間
ま
で
で
出
さ
れ
て
い
て
、
無
拝
借
は
別
扱
い
で
あ
る
。

出
金
額
欄
に
あ
る
、
⑴
⑵
は
付
箋
を
意
味
す
る
。
い
ろ
は
各
グ
ル
ー

プ
ご
と
の
集
計
金
額
は
、
付
箋
の
あ
る
グ
ル
ー
プ
で
は
⑵
の
付
箋
に
書

か
れ
た
金
額
で
計
算
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
⑴
の
付
箋
で
は
、
閏
四
月

納
の
御
東
下
御
用
金
分
を
抜
い
た
残
り
の
額
で
あ
る
。
⑵
の
付
箋
は
⑴

の
付
箋
か
ら
さ
ら
に
御
東
幸
御
用
九
月
納
分
が
抜
か
れ
て
い
る
。
28

（
あ
）
の
新
屋
三
郎
兵
衛
は
五
千
両
を
御
東
幸
御
用
と
し
て
納
め
て
し

ま
っ
た
の
で
、
付
箋
で
名
前
が
消
さ
れ
て
い
る
。（
あ
）
の
二
番
手
は

浅
田
市
之
助
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
集
計
の
さ
い
は
新
屋
三
郎
兵
衛
を

除
く
153
人
で
、
う
ち
浅
田
市
之
助
は
付
箋
⑵
の
金
額
で
出
さ
れ
て
い
る
。

同
様
に
し
て
32
の
三
井
も
御
東
幸
御
用
の
み
で
付
箋
消
し
と
さ
れ
て
、

（
み
）
は
二
番
手
33
の
宮
越
屋
文
助
（
文
蔵
の
誤
り
で
あ
ろ
う
）
以
下

で
集
計
さ
れ
て
い
る
。
越
前
三
国
の
宮
越
屋
が
な
ぜ
か
大
阪
市
中
の
商

人
の
中
に
い
る
。
ま
た
41
に
西
之
宮
の
四
井
屋
久
兵
衛
が
い
る
が
、
宮

越
屋
、
四
井
屋
と
も
大
阪
商
人
で
な
い
た
め
か
、
全
体
の
合
計
で
は
内

訳
の
中
に
名
前
が
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
各
グ
ル
ー
プ
集
計
額
は
ほ
と

ん
ど
が
史
料
に
記
さ
れ
た
数
値
と
合
致
す
る
が
、
２
の
（
は
）
グ
ル
ー

プ
、
28
の
（
あ
）
グ
ル
ー
プ
に
一
両
、
四
両
の
誤
差
が
あ
る
。
ま
た
、

合
計
額
は
史
料
ど
お
り
に
計
算
す
る
と
、
必
ず
し
も
合
致
し

３
）

な
い
。

な
お
「
御
基
金
調
達
元
帳
」
の
堺
の
分
は
昭
和
四
年
に
刊
行
さ
れ
た

『
堺
市
史
』
第
六
巻
資
料
編
第
三
に
翻
刻
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
関
東
大

震
災
後
の
昭
和
元
年
（
大
正
一
五
年
）
に
堺
市
史
編
纂
掛
に
三
井
文
庫

が
提
供
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
伊
丹
に
つ
い
て
は
伊
丹
市
立
博
物
館

発
行
『
地
域
研
究
い
た
み
』
第
31
号
（
二
〇
〇
二
年
三
月
）
お
よ
び

『
江
戸
幕
府
御
用
金
の
研
究
』（
二
〇
〇
二
年
、
法
政
大
学
出
版
局
）
に

賀
川
隆
行
が
表
化
し
て
紹
介
し
て
い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た

同
書
で
は
、
京
都
、
山
城
地
域
の
「
会
計
官
調
達
金
元
帳
」
全
二
五
冊

の
人
数
、
金
高
、
開
始
日
を
提
示
し
て
い
る
の
で
合
わ
せ
て
参
考
と
さ

れ
た
い
。

明
治
財
政
史
関
係
の
研
究
方
面
ば
か
り
で
な
く
、
近
世
以
降
の
経
済

社
会
の
担
い
手
で
あ
る
大
阪
商
人
の
名
簿
の
一
つ
と
し
て
、
こ
れ
を
活

用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
で
あ
る
。

（
樋
口
知
子
）

１
）

そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
若
干
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
全
体
を

総
称
し
て
、
会
計
基
金
と
同
義
語
で
「
会
計
官
調
達
金
元
帳
」

と
使
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
、「
御
基
金
調
達
元
帳
」
も
、
表
紙

に
続
く
扉
、
白
紙
一
丁
に
続
い
て
、
三
井
家
編
纂
室
用
箋
に

「
第
一
類
明

治

自
元
年

至
四
年

出
納
寮
之
部

第
百
五
十

冊

会
計
官
調
達
金
元
帳

大
坂

堺

兵
庫

元
年
」

と
記
し
て
い
る
。

２
）
「
御
基
金
調
達
元
帳
」
の
扉
に
は
、「
第
一
類
自
元
年
至
四
年

出
納
一
五

」
と
朱
筆
で
書
か
れ
た
ラ
ベ
ル
の
様
な
縦
横
五
・
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「御基金調達元帳」の内容構成

1 (平野町二丁目) 2,0930.3.1 154人

⑴1,4630.3.1

⑵ 4530.3.1 3,5296.2.1

2 高麗橋三丁目 1656 88人 ＊1,3204.3.3

3 薩摩堀中筋町 1300 10人 4102

4 九之助町弐丁目 180 6人 650

5 浄国寺町 18 1人 18

6 (内平野町二丁目) 1,5950 29人

⑴ 8200

⑵ 6200 1,3518

7 尼ケ崎町弐丁目 600 3人 791

8 唐物町三丁目 3500 39人 1,5363.3

9 (大川町) 1,8489.3 65人

⑴ 9339.3

⑵ 6839.3 2,2952

10 (木綿橋) 5900 48人

⑴ 3900

⑵ 3500 1,2993.2.3

11 今橋弐丁目 3700 203人 4,8984.2.3

12 長堀宇和島町 645 28人 4633.2

13 (今橋一丁目) 1,0250 81人

⑴ 6000

⑵ 4500 2,1115.0.2

14 津村中之町 450 5人 874

15 常安裏町 900 13人 3435

16 (今橋二丁目) 1,6070.1.1 68人

⑴1,1770.1.1

⑵ 3870.1.1 1,1942.3.1

17 伏見町 600 10人 1921

18 道修町壱丁目 1100 15人 2792.2

19 淡路町弐丁目 300 10人 1321

20 富田屋町 1700 14人 3297.2

21 (今橋二丁目) 2,2650 108人

⑴1,3500

⑵ 9000 2,4953.3

(い)石崎喜兵衛

(米屋)

(は)播磨屋長一郎

(に)西村屋愛助

(ほ)本国屋次郎三郎

(へ)紅粉屋太兵衛

(と)殿村平右衛門

(米屋)

(ち)千草屋市五郎

(ぬ)布屋吉郎兵衛

(を)長田作兵衛

(加島屋)

(わ)和田久佐衛門

(辰巳屋)

(か) 池屋善五郎 代判佐十郎

(よ)米沢屋正三郎

(た)高木五兵衛

(平野屋)

(そ) 根屋由松 代判善七

(つ)筒井屋太七

(な)中原庄兵衛

( 池屋)

(む)百足屋又右衛門

(う)内田屋宗三郎

(の)野田屋茂兵衛

(く)熊野屋三郎兵衛

(や)山中善右衛門

( 池屋)

金 両歩朱 金 両歩朱

グル
ープ 住 所 出 金 額 グルー

プ人数 グループ集計額ト ッ プ 記 載 者

万

万
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注1) 出金額の⑴⑵は付箋を意味する。⑴は御東下御用費を抜いた額、⑵は⑴から御東幸御用費を抜いて

いる。グループ集計は付箋のある場合⑵でなされている。＊は計算が合わない。

注2) 28の新屋三郎兵衛のグループ集計は二番手の浅田市之助以下153人で計算されている。

注3) 1～38は複数連名の場合も１人分にしてある。

注4) 住所・名前欄の( )内は『大阪商業史料集成』第三輯（大阪商科大学経済研究所、昭和12年）「大阪

旧幕時代の両換商」より補う。同書では三井は両替店の住所三井元之助の名前になっている。

ト ッ プ 記 載 者 グループ集計額グルー
プ人数出 金 額住 所グル

ープ

金 両歩朱金 両歩朱

(無拝借)

(両替仲間)

四井屋久兵衛

(諸株)

(永納)伊丹屋勝蔵

(す)錫屋庄太郎

(せ)銭屋佐兵衛

(も)木綿屋喜三郎

(加島屋)

(ひ)広岡久右衛門

(し)滋賀屋忠右衛門

(み)宮越屋文助

三井元之助

三井三郎助

三井治郎右衛門

(み)三井 郎右衛門

(ゆ)由良屋小一郎 代判嘉兵衛

(き)京屋与兵衛

(さ)桜井屋庄三郎

(あ)新屋三郎兵衛

(て)豊島屋安五郎

(ゑ)越後屋善太郎

(こ)米屋分兵衛

(ふ)福島屋三郎兵衛

(け)憲法屋嘉右衛門

(ま)松屋清兵衛

866539人5043

2,0562.2.172人外77人⑵2,0562.0.1

74外77人6,0562.0.142

10001外2人1000西之宮41

7,1162104外77人453040

(1000)1人1000長堀拾丁目39

1,035340人2800南久太郎町弐丁目38

1,3589.3.130人3800石灰町37

131811人350桑名町36

2,9877.2.3⑵ 5500

⑴1,4650

87人1,9638(土佐堀一丁目)35

9899.3.152人1212本靱町34

556717人3500越前国三国33

1人5,0000(高麗橋三丁目)32

73人外77人⑴ 4562.0.1

711人71唐物町四丁目31

1,0252.3.358人1300天満竜田町30

1,6201.3.151人2500天満源蔵町29

＊2,3560.1注２154人5000新難波西之町28

1,8910.1.248人3500堂島新地三丁目27

3011.2.219人700上人町26

1,7139.0.367人1828.3瓦町弐丁目25

7446.240人1220長堀富田屋町24

551人55天満天神筋町23

1,2864.255人1393木 北之町22
万万
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四
㎝
×
五
・
九
㎝
の
符
箋
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
一
乙
以
降
の
扉

に
は
手
書
き
題
箋
の
ほ
か
に
「
会
計
官
調
達
金
元
帳

元
年
二

月
」
と
表
題
ら
し
き
形
で
六
・
一
㎝
×

・
九
㎝
位
の
枠
内
に

横
書
き
さ
れ
て
い
る
。
扉
部
分
が
原
本
の
表
紙
を
写
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

（
３
）

会
計
基
立
金
に
つ
い
て
は
、
沢
田
章
著
『
明
治
財
政
の
基
礎

的
研
究
』（
昭
和
九
年
、
宝
文
館
）
が
あ
り
、
ま
た
中
井
信
彦

が
「
商
人
地
主
の
諸
問
題
」（『
明
治
維
新
と
地
主
制
』
昭
和
三

一
年
、
岩
波
書
店
）
の
中
で
全
体
の
数
値
を
出
し
て
い
る
の
で
、

参
考
と
さ
れ
た
い
。

凡

例

一
、
文
字
は
原
則
と
し
て
通
用
の
字
体
を
用
い
た
。

一
、
見
出
し
項
目
や
、
グ
ル
ー
プ
分
け
が
改
丁
さ
れ
て
書
き
出
さ
れ

て
い
る
個
所
に
は
、
当
該
個
所
の
下
方
に
改
丁
マ
ー
ク
と
し
て

」
を
入
れ
た
。

一
、
出
金
額
の
右
横
の
印
鑑
を
示
す

は
朱
で
手
書
き
さ
れ
て
い

て
、
冒
頭
の
石
崎
喜
兵
衛
と
二
丁
目
冒
頭
の
和
泉
屋
伊
兵
衛
、

永
納
の
伊
丹
屋
勝
蔵
の
と
こ
ろ
に
の
み
「
渡
済
」
の
文
字
が
入

っ
て
い
る
。

一
、
朱
書
き
は
太
字
で
表
し
た
。
た
だ
し
金
額
の
脇
の

に
つ
い

て
は
、
わ
ず
ら
わ
し
い
の
で
太
く
し
な
か
っ
た
。

一
、
付
箋
の
端
や
、
付
箋
の
あ
る
グ
ル
ー
プ
集
計
〆
に
◯印
と
書
か
れ

た
照
合
印
が
あ
る
が
、
グ
ル
ー
プ
集
計
〆
の
と
こ
ろ
に
あ
る
印

以
外
は
省
略
し
た
。

一
、
付
箋
は
、
貼
付
け
個
所
が
部
分
に
か
か
っ
て
い
る
場
合
と
、
全

文
に
か
か
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
部
分
と
い
う
の
は
、
金
額

と
納
金
月
に
の
み
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
そ
の
場
合
、

貼
付
け
位
置
を
﹇
で
示
し
た
。
全
文
に
か
か
る
も
の
は
、
そ
の

位
置
の
天
地
を
﹇

﹈
で
示
し
た
。
ど
ち
ら
も
文
面
は
（
付

箋
）
と
断
り
「

」
で
括
っ
た
。
複
数
重
ね
て
あ
る
も
の
は
、

貼
付
け
順
に
⑴
⑵
と
番
号
を
つ
け
、
文
面
は
「

」
で
括
っ
た
。

付
箋
の
重
な
り
具
合
で
位
置
が
わ
か
り
に
く
い
も
の
に
は
、

「

」
内
の
付
箋
文
面
に

を
つ
け
て
位
置
を
示
し
た
。

一
、「
無
拝
借
覚
」
の
金
額
の
上
に
あ
る

は
実
際
に
は
一
を
囲
ん

だ
○
で
あ
る
。
名
前
の
上
に
あ
る
○
は
手
書
き
で
あ
る
が
、
下

の
○
は
押
し
印
で
あ
る
。

一
、
復
刻
に
あ
た
っ
て
加
え
た
注
は
（

）
内
に
入
れ
た
。
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表
題
）

「

明
治
元
戊
辰
年

御
基
金
調
達
元
帳
」

大

阪

⑵
⑴

金

弐
万
九
百
三
拾
両
三
分
壱
朱

石

崎
喜
兵
衛

内

三
千
五
百
両

三
月
納

六
千
三
百
両

御
東
下
𨳝
四
月
納

千
三
拾
両
三
分
壱
朱

六
月
納

壱
万
百
両

御
東
幸
九
月
納

金

六
千
六
百
両

井

上
市
兵
衛

内

弐
千
両

三
月
納

三
千
五
百
両

御
東
下
𨳝
四
月
納

百
両

六
月
納

五
百
両

御
東
幸
九
月
納

金

五
千
六
百
両

今

堀
長
吉
郎

内

千

百
両

三
月
納

弐
千

百
両

御
東
下
壬
四
月
納

五
百
両

六
月
納

五
百
両

御
東
幸
九
月
納

付
箋
１
）

「
壱
万
四
千
六
百
三
拾
両
三
分
壱
朱

三
千
五
百
両

三
月
納

千
三
十
両
三
分
一
朱

六
月
納

壱
万
百
両

御
東
幸
九
月
納

三
千
百
両

弐
千
両

三
月
納

六
百
両

六
月
納

五
百
両

御
東
幸

弐
千

百
両

千

百
両

三
月
納

」

付
箋
２
）

「
四
千
五
百
三
拾
両
三
分
壱
朱

三
千
五
百
両

三
月
納

千
三
十
両
三
分
一
朱

六
月
納

弐
千
六
百
両

弐
千
両

三
月
納

六
百
両

六
月
納

弐
千
三
百
両

千

百
両

三
月
納

五
百
両

六
月
納

」

金
千
三
百
両

平
野
町
弐
丁
目

茨
木
屋
安
右
衛
門

五
百
両

三
月
納

五
百
両

六
月
納

三
百
両

七
月
納

金
千
両

本
町
弐
丁
目稲

西
屋
庄
兵
衛

七
月
納

金
千
両

京
町
堀
壱
丁
目

和
泉
屋
三
九
郎

内

五
拾
両

三
月
納

九
百
五
拾
両

六
月
納

金
九
百
九
拾

両
弐
歩

北
浜
壱
丁
目池

田
屋
喜
三
郎

内

百
両

三
月
納

六
百
両

七
月
納

弐
百
九
拾

両
弐
歩

月
納

金

百
五
拾
両

長
堀
拾
丁
目伊

丹
屋
勝

蔵

内

五
拾
両

三
月
納

百
両

四
月
納

五
百
両

六
月
納

弐
百
両

七
月
納

金
六
百
弐
拾
両

京
橋
四
丁
目和

泉
屋
安
次
郎

内

百
弐
拾
両

六
月
納

五
百
両

七
月
納

金
六
百
両

長
堀
茂
左
衛
門
町

和
泉
屋
久
兵
衛

内

百
両

三
月
納

五
百
両

七
月
納

金
六
百
両

南
久
宝
寺
町
三
丁
目

和
泉
屋
嘉
平
次

内

百
両

三
月
納

五
百
両

七
月
納

金
五
百
両

天
満
竜
田
町和

泉
屋
伊
兵
衛

内

百
両

四
月
納

四
百
両

七
月
納

金
五
百
両

新
天
満
町

和
泉
屋
勘
兵
衛

内

百
両

三
月
納

四
百
両

七
月
納

明治元年「御基金調達元帳」（大阪）
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金
四
百
七
拾
両

本
町
壱
丁
目伊

丹
屋
四
郎
兵
衛

内

七
拾
両

三
月
納

四
百
両

七
月
納

金
四
百
五
拾
両

上
魚
屋
町

和
泉
屋
由
兵
衛

内

七
拾
両

三
月
納

三
百
両

七
月
納

拾
両

月
納

金
四
百
両

呉
服
町

和
泉
屋
新
兵
衛

内

百
五
拾
両

三
月
納

弐
百
五
拾
両

七
月
納

金
四
百
両

新
天
満
町

今
津
屋
徳
兵
衛

内

百
両

三
月
納

三
百
両

七
月
納

金
四
百
両

立
売
堀
西
ノ
町

和
泉
屋
三
良
兵
衛

内

弐
百
両

三
月
納

弐
百
両

七
月
納

金
三
百
七
拾
五
両

南
久
宝
寺
町
弐
丁
目

糸

屋

忠

作

内

七
拾
五
両

三
月
納

三
百
両

七
月
納

金
三
百
弐
拾
両

南
米
屋
町

和
泉
屋
嘉
兵
衛

内

三
百
弐
拾
両

七
月
納

金
三
百
五
拾
両

長
堀
次
郎
兵
衛
町

和
泉
屋
善
兵
衛

内

百
両

四
月
納

弐
百
五
拾
両

七
月
納

金
三
百
五
拾
両

同

町

伊
丹
屋
藤
兵
衛

内

百
両

四
月
納

弐
百
五
拾
両

七
月
納

金
三
百
五
拾
両

京
町
堀
壱
丁
目

出
雲
屋
孫
右
衛
門

内

弐
百
両

三
月
納

百
五
拾
両

七
月
納

金
三
百
五
拾
両

西
浜
町

井
筒
屋
忠
兵
衛

七
月
納

金
三
百
三
拾
五
両

天
満
九
丁
目和

泉
屋
梅
之
助

内

弐
百
両

三
月
納

百
三
拾
五
両

七
月
納

金
三
百
弐
拾
四
両

淡
路
町
壱
丁
目

和
泉
屋
冶
兵
衛

内

五
拾
両

三
月
納

弐
百
拾
四
両

月
納

六
拾
両

九
月
納

金
三
百
拾
五
両

立
売
堀
四
丁
目

和
泉
屋
源
四
郎

内

五
拾
両

四
月
納

弐
百
六
拾
五
両

七
月
納

金
弐
百
九
拾

両

安
土
町
弐
丁
目

和
泉
屋
庄
兵
衛

内

百
弐
拾
両

三
月
納

百
七
拾

両

七
月
納

金
弐
百
五
拾
弐
両

内
両
替
町

池
田
屋
仁
兵
衛

内

六
拾
両

閏
四
月
納

百
九
拾
弐
両

月
納

金
弐
百
五
拾
両

京
橋
三
丁
目和

泉
屋
新
四
郎

内

五
拾
両

閏
四
月
納

弐
百
両

七
月
納

金
弐
百
四
拾

両

椹
木
町

今
木
屋
安
兵
衛

内

五
拾
両

三
月
納

五
拾
両

七
月
納

百
弐
拾
四
両

月
納

弐
拾
四
両

九
月
納

金
弐
百
弐
拾
壱
両

福
井
町

和
泉
屋
平

内

六
拾
両

四
月
納

六
拾
両

七
月
納

百
一
両

月
納

金
弐
百
弐
拾
両

北
堀
江
五
丁
目

和
泉
屋
九
兵
衛

内

七
拾
両

三
月
納

百
五
拾
両

七
月
納

金
弐
百
拾
両

長
堀
拾
丁
目伊

丹
屋
庄

助

内

六
拾
両

閏
四
月
納

百
拾
七
両
壱
分

七
月
納

三
拾
弐
両
三
分

月
納
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金
弐
百
九
両

孫
左
衛
門
町伊

賀
屋
弥

吉

内

拾
両

三
月
納

五
拾
五
両

七
月
納

四
拾
九
両

月
納

弐
拾
五
両

九
月
納

金
弐
百
両

本
町
四
丁
目和

泉
屋
又

市

内

五
拾
両

三
月
納

百
五
拾
両

七
月
納

金
弐
百
両

元
伏
見
坂
町伊

勢
屋
平

蔵

内

五
拾
両

三
月
納

百
五
拾
両

七
月
納

金
弐
百
両

白
銀
町

今
宮
屋
米
次
郎

内

五
拾
両

三
月
納

百
五
拾
両

七
月
納

金
弐
百
両

内

五
拾
両

三
月
納

百
両

七
月
納

五
拾
両

月
納

椹
木
町

今
木
屋
太
良
三
郎

代
判
太
兵
衛

金
百

拾
両

橘

町

岩
田
屋
幸

内

四
拾
両

三
月
納

七
拾
弐
両

七
月
納

六
拾

両

月
納

金
百

拾
両

島
町
弐
丁
目井

筒
屋
与
三
郎

内

五
拾
両

三
月
納

百
両

七
月
納

三
拾
両

月
納

金
百
七
拾
五
両

升
屋
町

伊
賀
屋
伊
三
郎

内

百
両

四
月
納

五
拾
両

七
月
納

弐
拾
五
両

月
納

金
百
七
拾
五
両

本
町
三
丁
目泉

屋

覚
次
郎

月
納

金
百
七
拾
三
両

内

五
拾
両

三
月
納

七
拾
三
両

月
納

五
拾
両

月
納

新
難
波
西
ノ
町

岩
成
屋
新
太
郎

代
判
十
兵
衛

金
百
七
拾
両

長
浜
町

茨
木
屋
平
兵
衛

内

五
拾
両

三
月
納

百
弐
拾
両

七
月
納

金
百
六
拾
四
両

吉
野
屋
町

伊
丹
屋
治
兵
衛

月
納

金
百
六
拾
両

南
久
宝
寺
町
壱
丁
目

和
泉
屋
卯
右
衛
門

内

六
拾
両

閏
四
月
納

百
両

月
納

金
百
六
拾
両

長
堀
宇
和
島
町

伊
丹
屋
武
兵
衛

内

五
拾
両

三
月
納

百
拾
両

七
月
納

金
百
六
拾
両

同

平
右
衛
門
町

泉

屋

と

よ

内

七
拾
両

三
月
納

七
拾
両

七
月
納

弐
拾
両

月
納

金
百
五
拾
九
両
壱
歩

吉
野
屋
町

伊
丹
屋
忠
兵
衛

内

百
三
拾
七
両
壱
分

月
納

弐
拾
弐
両

九
月
納

金
百
五
拾
五
両

立
売
堀
四
丁
目

和
泉
屋
平

蔵

内

五
拾
両

四
月
納

百
五
両

月
納

金
百
五
拾
両

安
土
町
三
丁
目

和
泉
屋
太
兵
衛

内

五
拾
両

七
月
納

百
両

七
月
納

金
百
五
拾
両

橘

町

岩
田
屋
清

内

五
拾
両

三
月
納

百
両

七
月
納

金
百
五
拾
両

天
満
旅

町伊
賀
屋
半
兵
衛

内

五
拾
両

三
月
納

百
両

七
月
納

金
百
五
拾
両

北
久
太
郎
町
三
丁
目

池
田
屋
喜
兵
衛

内

五
拾
両

閏
四
月
納

百
両

月
納
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金
百
五
拾
両

立
売
堀
四
丁
目

和
泉
屋
吉
兵
衛

内

五
拾
両

三
月
納

百
両

七
月
納

金
百
四
拾

両

内
平
野
町
弐
丁
目

和
泉
屋
九
右
衛
門

七
月
納

金
百
四
拾
五
両

梶
木
町

伊
丹
屋
仁
兵
衛

内

五
拾
両

四
月
納

九
拾
五
両

月
納

金
百
四
拾
両

西
高
津
町

泉

屋
金
兵
衛

内

五
拾
両

三
月
納

七
拾
両

七
月
納

弐
拾
両

月
納

金
百
三
拾
両

平
野
町
弐
丁
目

泉
屋
六
郎
右
衛
門

内

五
拾
両

三
月
納

拾
両

七
月
納

金
百
三
拾
両

南
久
宝
寺
町
五
丁
目

伊
丹
屋
善
兵
衛

内

五
拾
両

五
月
納

拾
両

七
月
納

金
百
三
拾
両

本
町
三
丁
目和

泉
屋
弥
兵
衛

内

五
拾
両

四
月
納

五
拾
両

七
月
納

三
拾
両

月
納

金
百
三
拾
両

塩
町
四
丁
目和

泉
屋
太
郎
兵
衛

内

六
拾
両

四
月
納

七
拾
両

七
月
納

金
百
弐
拾
九
両
弐
歩

天
満
菅
原
町池

田
屋
平
兵
衛

内

五
拾
両

閏
四
月
納

七
拾
九
両
弐
分

月
納

金
百
弐
拾
両

天
満
拾
丁
目伊

賀
屋
徳
右
衛
門

内

七
拾
両

月
納

五
拾
両

閏
四
月
納

金
百
弐
拾
両

茨
木
町

伊
丹
屋
治
兵
衛

内

五
拾
両

四
月
納

七
拾
両

月
納

金
百
弐
拾
両

立
慶
町

伊
丹
屋
勝
三
郎

内

五
拾
両

三
月
納

七
拾
両

七
月
納

金
百
弐
拾
両

権
右
衛
門
町和

泉
屋
源
兵
衛

内

月
納

金
百
弐
拾
両

宇
和
島
町

今
村
屋
儀
三
兵
衛

内

三
拾
両

四
月
納

五
拾
両

七
月
納

四
拾
両

月
納

金
百
弐
拾
両

天
満
農
人
町和

泉
屋
治
郎
兵
衛

内

五
拾
両

三
月
納

七
拾
両

七
月
納

金
百
弐
拾
両

敷
屋
町

和
泉
屋
平
兵
衛

内

五
拾
両

閏
四
月
納

七
拾
両

七
月
納

金
百
弐
拾
両

本
町
三
丁
目和

泉
屋
伊
太
郎

内

五
拾
両

四
月
納

七
拾
両

七
月
納

金
百
弐
拾
両

天
満
拾
丁
目伊

賀
屋
新
兵
衛

内

五
拾
両

四
月
納

七
拾
両

月
納

金
百
拾
五
両

久
左
衛
門
町伊

勢
屋
平
右
衛
門

内

三
拾
両

四
月
納

五
拾
五
両

七
月
納

三
拾
両

月
納

金
百
拾
両

同

町

伊
丹
屋
与
市
郎

内

五
拾
両

四
月
納

六
拾
両

七
月
納

金
百
拾
両

長
堀
富
田
屋
町

石
見
屋
治
兵
衛

内

五
拾
両

四
月
納

六
拾
両

七
月
納

金
百
拾
両

升
屋
町

和
泉
屋
喜
兵
衛

内

五
拾
両

閏
四
月
納

六
拾
両

月
納
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金
百
拾
両

本
町
四
丁
目和

泉
屋
由
兵
衛

内

五
拾
両

四
月
納

六
拾
両

七
月
納

金
百
両

北
堀
江
壱
丁
目

岩
井
屋
吉
次
郎

内

五
拾
両

三
月
納

五
拾
両

七
月
納

金
百
両

天
満
旅
籠
町伊

賀
屋
儀
兵
衛

内

五
拾
両

閏
四
月
納

五
拾
両

七
月
納

金
百
両

津
村
中
之
町和

泉
屋
儀

助

内

五
拾
両

五
月
納

五
拾
両

月
納

金
百
両

天
満
旅
籠
町伊

賀
屋
宗

七

内

五
拾
両

三
月
納

五
拾
両

七
月
納

金
百
両

宮
川
町

伊
予
屋
万
之
助

月
納

金
百
両

内
淡
路
町
三
丁
目

岩
井
屋
佐
兵
衛

内

四
拾
両

四
月
納

六
拾
両

七
月
納

金
百
両

本
町
三
丁
目糸

屋
太
兵
衛

内

四
拾
両

閏
四
月
納

六
拾
両

月
納

金
百
両

平
野
町
壱
丁
目

池
田
屋
久
兵
衛

月
納

金
百
両

瓦
土
取
場

和
泉
屋
清
兵
衛

七
月
納

金
九
拾
五
両

錺
屋
町

泉

屋
勘
七
郎

内

五
拾
両

三
月
納

四
拾
五
両

七
月
納

金
九
拾
三
両

新
戎
町

和
泉
屋
兵

助

内

四
拾
両

四
月
納

五
拾
三
両

月
納

金
九
拾
両

木

北
ノ
町和

泉
屋
嘉
兵
衛

内

七
拾
両

七
月
納

弐
拾
両

月
納

金
九
拾
両

高
津
五
右
衛
門
町

和
泉
屋
和

七

内

弐
拾
五
両

閏
四
月
納

六
拾
五
両

月
納

金
九
拾
両

敷
屋
町

和
泉
屋
仁
三
郎

内

三
拾
両

四
月
納

六
拾
両

月
納

金

拾
九
両
三
歩

堂
島
中
弐
丁
目

和
泉
屋
喜
右
衛
門

内

六
拾
両

七
月
納

弐
拾
九
両
三
分

月
納

金

拾

両

長
堀
十
丁
目伊

丹
屋
弥
兵
衛

内

六
拾
両

閏
四
月
納

弐
拾

両

月
納

金

拾
五
両

立
売
堀
西
ノ
町

和
泉
屋
市
兵
衛

内

五
拾
両

三
月
納

三
拾
五
両

七
月
納

金

拾
弐
両

柳

町

和
泉
屋
吉
右
衛
門

内

三
拾
両

閏
四
月
納

五
拾
弐
両

月
納

金

拾
両

南
堀
江
五
丁
目

和
泉
屋
宇
右
衛
門

内

三
拾
両

三
月
納

五
拾
両

七
月
納

金

拾
両

瓦
土
取
場

和
泉
屋
佐
治
郎

七
月
納

金

拾
両

長
堀
茂
左
衛
門
町

泉

屋
栄
之
助

内

三
拾
両

三
月
納

五
拾
両

七
月
納

金

拾
両

南
久
宝
寺
町
弐
丁
目

泉

屋

吉

蔵

七
月
納

金
七
拾
九
両

堂
島
浜
四
丁
目

岩
井
屋
伊

助

内

五
拾
両

七
月
納

弐
拾
九
両

月
納
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金
七
拾
五
両

海
部
堀
川
町井

筒
屋
長
兵
衛

内

五
拾
両

三
月
納

弐
拾
五
両

月
納

金
七
拾
両

同

町

和
泉
屋
六
兵
衛

内

四
拾
両

閏
四
月
納

三
拾
両

九
月
納

金
七
拾
両

平
野
町
三
丁
目

和
泉
屋
庄
兵
衛

七
月
納

金
六
拾
五
両
弐
歩

月
納

本
町
弐
丁
目池

田
屋
庄
次
郎

代
判
庄
右
衛
門

金
六
拾
両

中
津
町

伊
予
屋
善
兵
衛

月
納

金
六
拾
両

瓦
町
弐
丁
目岩

田
屋
米

助

四
月
納

金
六
拾
両

中
津
町

和
泉
屋
善
兵
衛

月
納

金
六
拾
両

堂
島
中
弐
丁
目

和
泉
屋
半
次
郎

七
月
納

金
五
拾
九
両

天
満
船
大
工
町

伊
丹
屋
吉
兵
衛

月
納

金
五
拾

両

本
町
壱
丁
目和

泉
屋
次
郎
兵
衛

月
納

金
五
拾

両

内
平
野
町
弐
丁
目

伊
勢
屋
徳
三
郎

月
納

金
五
拾
七
両
壱
朱

桑
名
町

茨
木
屋
卯

内

三
拾
両

閏
四
月
納

弐
拾
七
両
壱
朱

月
納

金
五
拾
六
両

呉
服
町

和
泉
屋
又
兵
衛

月
納

金
五
拾
五
両

北
久
太
郎
町
四
丁
目

和
泉
屋
卯
兵
衛

月
納

金
五
拾
五
両

折
屋
町

伊
勢
屋
小
兵
衛

月
納

金
五
拾
五
両

本
町
弐
丁
目因

幡
屋
治
兵
衛

月
納

金
五
拾
五
両

宮
川
町

和
泉
屋
儀

助

内

弐
拾
五
両

四
月
納

三
拾
両

九
月
納

金
五
拾
四
両

堂
島
中
壱
丁
目

岩
井
屋
六
兵
衛

月
納

金
五
拾
四
両

順
慶
町
三
丁
目

和
泉
屋
重
次
郎

月
納

金
五
拾
壱
両

天
満
三
丁
目茨

木
屋
作
次
郎

月
納

金
五
拾
壱
両

南
浜
町

伊
丹
屋
伊
兵
衛

月
納

金
五
拾
両

南
堀
江
四
丁
目

和
泉
屋
源
之
助

七
月
納

金
五
拾
両

木

中
之
町池

田
屋
甚

助

月
納
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金
五
拾
両

堂
島
中
弐
丁
目

池
田
屋
嘉

助

月
納

金
五
拾
両

唐
物
町
四
丁
目

因
幡
屋
新
次
郎

月
納

金
五
拾
両

堂
島
中
壱
丁
目

今
津
屋
辰
之
助

月
納

金
五
拾
両

瓦
町
弐
丁
目井

綿
屋
米

助

月
納

金
五
拾
両

津
村
北
ノ
町石

川
屋
喜
兵
衛

七
月
納

金
五
拾
両

北
浜
弐
丁
目井

筒
屋
重
兵
衛

内

三
拾
両

四
月
納

弐
拾
両

七
月
納

金
五
拾
両

南
江
戸
堀
三
丁
目

和
泉
屋
武
右
衛
門

閏
四
月
納

金
五
拾
両

北
久
宝
寺
町
弐
丁
目

池
田
屋
善
五
郎

閏
四
月
納

金
四
拾
九
両

北
久
太
郎
町
壱
丁
目

伊
賀
屋
弥

助

月
納

金
四
拾

両

富
島
壱
丁
目和

泉
屋
豊

助

月
納

金
四
拾
六
両

天
満
北
木
幡
町

出
雲
屋
馬
之
助

月
納

金
四
拾
六
両

天
満
長
柄
町伊

勢
屋
忠
兵
衛

月
納

金
四
拾
両

天
満
南
富
田
屋
町

井
筒
屋
嘉
右
衛
門

月
納

金
三
拾
九
両

南
渡
辺
町

和
泉
屋
源

助

月
納

金
三
拾
四
両

天
満
小
島
町池

田
屋
庄
兵
衛

七
月
納

金
三
拾
壱
両

三
良
右
衛
門
町

糸
物
屋
好
太
郎

月
納

金
三
拾
両
弐
歩
三
朱

堂
島
舟
大
工
町

伊
予
屋
徳
兵
衛

九
月
納

金
三
拾
両

平
野
町
壱
丁
目

和
泉
屋
佐
兵
衛

七
月
納

金
三
拾
両

新
靱
町

和
泉
屋
治
良
兵
衛

七
月
納

金
三
拾
両

高
麗
橋
壱
丁
目

和
泉
屋
五
郎
兵
衛

九
月
納

金
三
拾
両

藤
右
衛
門
町泉

屋
幾
右
衛
門

三
月
納

金
三
拾
両

長
堀
富
田
屋
町

伊
丹
屋
佐

助

三
月
納

金
弐
拾
九
両
弐
歩

船
越
町

伊
丹
屋
重
兵
衛

九
月
納
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金
弐
拾
六
両

南
鍋
屋
町

伊
丹
屋
北

七

九
月
納

金
弐
拾
五
両

堂
島
舟
大
工
町

伊
勢
屋
伝

蔵

月
納

金
弐
拾
弐
両

西
笹
町

板
屋
五
郎
兵
衛

月
納

金
弐
拾
両

北
渡
辺
町

和
泉
屋
平
右
衛
門

七
月
納

金
弐
拾
両

本
町
壱
丁
目和

泉
屋
て

う

七
月
納

金
拾
五
両

大
宝
寺
町

池
田
屋
清
兵
衛

月
納

金
拾
両

平
野
町
壱
丁
目

和
泉
屋
佐

七

月
納

〆
◯印
三
万
五
千
弐
百
九
拾
六
両
弐
分
壱
朱

金
千
六
百
五
拾
六
両

高
麗
橋
三
丁
目

播
磨
屋
長
一
郎

内

三
百
両

三
月
納

千
五
拾
六
両

七
月
納

三
百
両

月
納

金
千
弐
百
四
拾
五
両
三
朱

尼
ケ
崎
町
壱
丁
目

袴

屋

嘉

助

内

五
百
両

三
月
納

七
百
四
拾
五
両
三
朱

七
月
納

金
六
百
九
両

堂
島
新
地
中
弐
丁
目

播
磨
屋
仁
兵
衛

内

百
両

三
月
納

弐
百
六
拾
両

七
月
納

弐
百
四
拾
九
両

月
納

金
五
百
両

南
浜
町

灰
屋
平
右
衛
門

七
月
納

金
五
百
両

七
郎
右
衛
門
町
壱
丁
目

博
多
屋
彦
十
郎

内

百
両

四
百
両

七
月
納

金
四
百
両

道
修
町
壱
丁
目

袴

屋
善
兵
衛

内

百
両

三
月
納

三
百
両

七
月
納

金
四
百
両

阿
波
座
帯
屋
町

播
磨
屋
与
兵
衛

内

百
両

七
月
納

三
百
両

九
月
納

金
三
百
五
拾
両

平
野
町
弐
丁
目

袴
屋
常
右
衛
門

内

百
両

三
月
納

弐
百
五
拾
両

七
月
納

金
三
百
四
拾

両

北
浜
弐
丁
目播

磨
屋
喜
兵
衛

内

七
拾
五
両

三
月
納

百
弐
拾
五
両

七
月
納

百
四
拾

両

月
納

金
三
百
両

南
堀
江
四
丁
目

播
磨
屋
忠
兵
衛

三
月
納

金
三
百
両

南
本
町
壱
丁
目
下
半

荷
屋
弥

助

内

百
両

三
月
納

弐
百
両

七
月
納

金
三
百
両

谷
町
三
丁
目灰

吹
屋
東

三

月
納

金
弐
百
両

京
橋
六
丁
目

播
磨
屋
三
郎
右
衛
門

内

五
拾
両

三
月
納

百
五
拾
両

七
月
納

金
弐
百
両

南
瓦
屋
町

灰

屋
十
兵
衛

内

百
両

三
月
納

百
両

七
月
納
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金
弐
百
両

石
津
町

播
磨
屋
万
次
郎

内

五
拾
両

三
月
納

五
拾
両

四
月
納

百
両

七
月
納

金
百

拾
両

桑
名
町

播
磨
屋
勝
五
郎

内

三
拾
両

三
月
納

百
五
拾
両

七
月
納

金
百
七
拾
両

備
後
町
弐
丁
目荷

屋
き

く

内

七
拾
両

三
月
納

百
両

七
月
納

金
百
六
拾
両

天
満
魚
屋
町播

磨
屋
藤
兵
衛

内

六
拾
両

四
月
納

百
両

七
月
納

金
百
五
拾
両

北
堀
江
四
丁
目

播
磨
屋
多
兵
衛

内

五
拾
両

三
月
納

百
両

七
月
納

金
百
五
拾
両

本
町
弐
丁
目播

磨
屋
嘉
兵
衛

内

五
拾
両

三
月
納

百
両

七
月
納

金
百
四
拾

両
弐
歩

天
満
六
丁
目播

磨
屋
久

助

内

六
拾
両

閏
四
月
納

七
拾
四
両

月
納

拾
四
両
弐
分

九
月
納

金
百
三
拾
両

本
町
五
丁
目播

磨
屋
治

助

内

五
拾
両

三
月
納

五
拾
両

七
月
納

三
拾
両

月
納

金
百
三
拾
両

南
久
太
郎
町
四
丁
目

畑
枝
屋

之
助

内

五
拾
両

四
月
納

拾
両

月
納

金
百
三
拾
両

江
戸
堀
弐
丁
目

播
磨
屋
幸

内

三
拾
両

三
月
納

百
両

七
月
納

金
百
弐
拾
両

北
江
戸
堀
弐
丁
目

播
磨
屋
和

七

内

五
拾
両

閏
四
月

七
拾
両

月
納

金
百
弐
拾
両

竜
田
町

播
磨
屋
林

蔵

内

弐
拾
両

閏
四
月
納

百
両

七
月
納

金
百
弐
拾
両

天
満
伊
勢
町播

磨
屋
儀
兵
衛

内

五
拾
両

四
月
納

五
拾
両

七
月
納

弐
拾
両

月
納

金
百
弐
拾
両

御
堂
前
町

播
磨
屋
卯
兵
衛

内

五
拾
両

三
月
納

五
拾
両

七
月
納

弐
拾
両

月
納

金
百
拾
両

幸
町
三
丁
目播

磨
屋
休
兵
衛

内

五
拾
両

閏
四
月
納

六
拾
両

月
納

金
百
拾
両

天
満
伊
勢
町播

磨
屋
久
之
助

内

五
拾
両

閏
四
月
納

三
拾
両

七
月
納

三
拾
両

月
納

金
百
拾
両

津
村
北
ノ
町灰

屋
九
郎
兵
衛

内

五
拾
両

閏
四
月
納

六
拾
両

七
月
納

金
百
五
両

天
満
船
大
工
町

橋
本
屋
六
右
衛
門

内

六
拾
両

七
月
納

四
拾
五
両

月
納

金
百
三
両

安
治
川
南
壱
丁
目

播
磨
屋
七
兵
衛

内

三
拾
両

三
月
納

四
拾
五
両

七
月
納

弐
拾

両

月
納

金
百
両

天
満
金
谷
町播

磨
屋
清

助

七
月
納

金
百
両

天
満
東
樽
屋
町

播
磨
屋
卯
兵
衛

内

三
拾
両

三
月
納

七
拾
両

七
月
納

金
百
両

上
難
波
町

播
磨
屋
藤
兵
衛

七
月
納
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金
百
両

北
新
地
三
丁
目

播
磨
屋
庄
左
衛
門

内

七
拾
両

七
月
納

三
拾
両

月
納

金
百
両

両
国
町

灰

屋
利
兵
衛

内

五
拾
両

三
月
納

五
拾
両

七
月
納

金
九
拾
両

天
満
堀
川
町播

磨
屋
利
兵
衛

内

四
拾
両

閏
四
月
納

五
拾
両

七
月
納

金
九
拾
両

堂
島
浜
三
丁
目

播
磨
屋
常

助

内

五
拾
両

七
月
納

四
拾
両

月
納

金

拾
九
両

北
浜
弐
丁
目葉

守
屋
和

助

内

五
拾
両

閏
四
月
納

三
拾
九
両

月
納

金

拾

両

天
満
弐
丁
目播

磨
屋
佐
市
郎

内

三
拾
両

四
月
納

五
拾

両

月
納

金

拾
四
両
三
歩

南
久
太
郎
町
三
丁
目

播
磨
屋
庄
右
衛
門

内

三
拾
両

四
月
納

五
拾
四
両
三
分

月
納

金

拾
両

本
天
満
町

荷
屋
伝
兵
衛

内

六
拾
両

七
月
納

弐
拾
両

九
月
納

金

拾
両

平
右
衛
門
町播

磨
屋
平

郎

七
月
納

金

拾
両

堂
島
中
三
丁
目

播
磨
屋
権
之
助

内

三
拾
両

三
月
納

五
拾
両

月
納

金

拾
両

立
慶
町

播
磨
屋
新

助

内

弐
拾
五
両

三
月
納

五
拾
五
両

月
納

金
七
拾
両

瓦
土
取
場

橋
本
屋
清
兵
衛

月
納

金
七
拾
両

天
満
拾
丁
目播

磨
屋
三
右
衛
門

月
納

金
七
拾
両

内
平
野
町
弐
丁
目

原
田
屋
新
兵
衛

四
月
納

金
七
拾
両

宮
川
町

播
磨
屋
万
兵
衛

月
納

金
六
拾

両
弐
歩

谷
町
三
丁
目袴

屋
藤
兵
衛

内

五
拾
九
両

月
納

九
両
弐
分

九
月
納

金
六
拾
五
両

日
本
橋
壱
丁
目

播
磨
屋
久
右
衛
門

月
納

金
六
拾
両

堂
島
船
大
工
町

播
磨
屋
安
兵
衛

七
月
納

金
六
拾
両

島
町
弐
丁
目針

屋
忠
右
衛
門

内

三
拾
両

三
月
納

三
拾
両

七
月
納

金
六
拾
両

南
渡
辺
町

播
磨
屋
弁
右
衛
門

内

三
拾
両

閏
四
月
納

三
拾
両

月
納

金
六
拾
両

本
町
五
丁
目播

磨
屋
万

助

七
月
納

金
六
拾
両

梶
木
町

播
磨
屋
伊

助

七
月
納

金
六
拾
両

天
満
壱
丁
目播

磨
屋
半

七

月
納

金
六
拾
両

堂
島
新
地
三
丁
目

播
磨
屋
恒
三
郎

月
納
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金
六
拾
両

安
堂
寺
町
弐
丁
目
下
半

播
磨
屋
市
左
衛
門

七
月
納

金
六
拾
両

藤
右
衛
門
町播

磨
屋
卯

七

内

三
拾
両

四
月
納

三
拾
両

月
納

金
六
拾
両

南
本
町
弐
丁
目

播
磨
屋
彦
三
郎

内

弐
拾
五
両

三
月
納

三
拾
五
両

七
月
納

金
六
拾
両

天
満
有
馬
町播

磨
屋
喜
兵
衛

七
月
納

金
五
拾
五
両

木

南
ノ
町播

磨
屋
利
兵
衛

月
納

金
五
拾
三
両

京
町
堀
四
丁
目

播
磨
屋
利

助

月
納

金
五
拾
三
両

天
満
東
樽
屋
町

灰

屋
佐
治
郎

月
納

金
五
拾
両

山
崎
町

播
磨
屋
治
兵
衛

七
月
納

金
五
拾
両

堂
島
浜
壱
丁
目

播
磨
屋
定

七

月
納

金
五
拾
両

南
江
戸
堀
弐
丁
目

灰
屋
吉
右
衛
門

月
納

金
五
拾
両

堂
島
浜
弐
丁
目

浜
田
屋
伊

七

内

弐
拾
両

閏
四
月
納

三
拾
両

月
納

金
五
拾
両

瓦
町
弐
丁
目袴

屋
和
平
治

七
月
納

金
五
拾
両

堂
島
中
壱
丁
目

播
磨
屋
七
兵
衛

月
納

金
五
拾
両

天
満
壱
丁
目播

磨
屋
源
左
衛
門

月
納

金
五
拾
両

塩
町
弐
丁
目播

磨
屋
新
右
衛
門

月
納

金
五
拾
両

堂
島
裏
弐
丁
目

播
磨
屋
喜
兵
衛

月
納

金
五
拾
両

源
左
衛
門
町播

磨
屋
弥
兵
衛

三
月
納

金
五
拾
両

立
売
堀
三
丁
目

灰

屋
忠
兵
衛

七
月
納

金
四
拾
壱
両

高
間
町

播
磨
屋
太

助

内

弐
拾
九
両
三
分

七
月
納

拾
両
壱
分

月
納

金
四
拾
両

北
久
太
郎
町
壱
丁
目

播
磨
屋
武

助

閏
四
月
納

金
三
拾
九
両

谷
町
錫
屋
町袴

屋

藤

作

内

弐
拾
九
両

七
月
納

拾
両

月
納

金
三
拾
壱
両

津
村
中
之
町播

磨
屋
亀
三
郎

九
月
納

金
三
拾
両

九
月
納

亀
井
町

坂
東
屋
伊
三
郎

代
判
愛

助

金
三
拾
両

阿
波
堀
町

播
磨
屋
長
兵
衛

月
納
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金
弐
拾
九
両

堂
島
浜
弐
丁
目

播
磨
屋
猪

助

月
納

金
弐
拾
両

瓦
町
壱
丁
目播

磨
屋
久

吉

月
納

金
拾
五
両

天
満
三
丁
目播

磨
屋
治
三
郎

九
月
納

金
拾
両

津
村
西
之
町播

磨
屋
清
兵
衛

九
月
納

〆
壱
万
三
千
弐
百
四
両
三
分
三
朱

金
千
三
百
両

薩
摩
堀
中
筋
町

西
村
屋
愛

助

内

五
百
両

三
月
納

百
両

七
月
納

金
千
両

備
後
町
弐
丁
目

西
村
屋
利

助

内

弐
百
両

三
月
納

百
両

七
月
納

金
七
百
五
拾
両

高
麗
橋
壱
丁
目

西
村
屋
七
郎
兵
衛

内

百
六
拾
両

三
月
納

五
百
九
拾
両

七
月
納

金
三
百
七
拾
両

玉
手
町

西
村
屋
助

蔵

内

百
両

四
月
納

弐
百
七
拾
両

七
月
納

金
弐
百
七
拾
両

薩
摩
堀
中
筋
町

西
村
屋
勝

治

内

七
拾
両

三
月
納

弐
百
両

七
月
納

金
百

拾
両

天
満
北
富
田
町

西
村
屋
与
一
郎

内

五
拾
両

三
月
納

百
両

七
月
納

三
拾
両

月
納

金
百
弐
両

天
満
老
松
町西

村
屋
弥
兵
衛

内

五
拾
両

閏
四
月
納

五
拾
弐
両

月
納

金
六
拾
両

天
満
九
丁
目西

川
屋
孫
兵
衛

月
納

金
五
拾
両

堂
島
中
壱
丁
目

西
村
屋
清

蔵

内

弐
拾
両

四
月
納

三
拾
両

月
納

金
弐
拾
両

長
堀
心
斎
町西

川
屋
忠

月
納

〆
四
千
百
弐
両

金
百

拾
両

九
之
助
町
弐
丁
目

本
国
屋
次
郎
三
郎

内

五
拾
両

三
月
納

百
三
拾
両

七
月
納

金
百
弐
拾
五
両

鋪
屋
町

北
国
屋
九
兵
衛

内

五
拾
両

四
月
納

七
拾
五
両

七
月
納

金
百
弐
拾
両

新
靱
町

北
国
屋
伊
兵
衛

内

五
拾
両

四
月
納

七
拾
両

月
納

金
百
五
拾
両

同

町

北
国
屋

兵
衛

内

百
両

三
月
納

五
拾
両

七
月
納

金
四
拾
五
両

天
満
夫
婦
町本

庄
屋
茂
右
衛
門

月
納

金
三
拾
両

本
町
壱
丁
目細

井
戸
屋
徳
次
郎

七
月
納

〆
六
百
五
拾
両
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金
拾

両

浄
国
寺
町

紅
粉
屋
太
兵
衛

月
納

⑵
⑴

金

壱
万
五
千
九
百
五
拾
両

殿
村
平
右
衛
門

四
千
五
百
両

三
月
納

七
千
七
百
五
拾
両

御
東
下
閏
四
月
納

百
両

六
月
納

九
百
両

七
月
納

弐
千
両

御
東
幸
九
月
納

金

九
千
七
百
両

殿

村
伊
太
郎

弐
千
五
百
両

三
月
納

六
千
三
百
両

御
東
下
閏
四
月
納

三
百
両

六
月
納

六
百
両

御
東
幸
九
月
納

付
箋
１
）

「

千
弐
百
両

四
千
五
百
両

三
月
納

百
両

六
月
納

九
百
両

七
月
納

弐
千
両

御
東
幸
九
月
納

三
千
四
百
両

二
千
五
百
両

三
月
納

三
百
両

六
月
納

六
百
両

御
東
幸
九
月
納

」

付
箋
２
）

「
六
千
弐
百
両

内

四
千
五
百
両

三
月
納

百
両

六
月
納

九
百
両

七
月
納

弐
千

百
両

内

弐
千
五
百
両

三
月
納

三
百
両

六
月
納

」

金
千
四
百
両

平
右
衛
門
町道

具
屋
大

蔵

内

三
百
五
拾
両

三
月
納

千
五
拾
両

六
月
納

金
三
百
拾
両

土
佐
堀
弐
丁
目

苫
屋
伊
右
衛
門

内

六
拾
両

四
月
納

拾
両

七
月
納

百
七
拾
両

月
納

金
弐
百
五
拾
両

南
米
屋
町

豊
田
屋
宇
右
衛
門

内

五
拾
両

三
月
納

弐
百
両

六
月
納

金
弐
百
両

伏
見
町

道
具
屋
勝
兵
衛

内

百
両

三
月
納

百
両

月
納

金
弐
百
両

北
堀
江
五
丁
目

土
佐
屋
半
兵
衛

内

五
拾
両

三
月
納

百
五
拾
両

七
月
納

金
弐
百
両

尼
ケ
崎
町
弐
丁
目

富
田
屋
三
四
郎

七
月
納

金
百
九
拾
両

権
右
衛
門
町解

屋
安
兵
衛

内

六
拾
両

三
月
納

拾
両

七
月
納

五
拾
両

月
納

金
百
五
拾
両

瓦
土
取
場

富
田
屋
与
兵
衛

七
月
納

金
百
五
拾
両

唐
物
町
壱
丁
目

富

屋
弥
三
郎

内

五
拾
両

三
月
納

百
両

七
月
納

金
百
四
拾
五
両

順
慶
町
五
丁
目

道
具
屋
徳
兵
衛

内

百
両

七
月
納

四
拾
五
両

月
納

金
百
弐
拾

両

瀬
戸
物
町

解

屋

兵
衛

内

五
拾
両

四
月
納

七
拾

両

月
納

金
百
九
両

南
堀
江
五
丁
目

土
佐
屋
半

助

内

五
拾
両

閏
四
月
納

五
拾
九
両

月
納

金
百
両七月

納

堂
島
浜
三
丁
目

虎

屋

伊

作

同

伊
三
郎
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金
百
両

神
崎
町

利
倉
屋
寅
之
助

内

五
拾
両

五
月
納

五
拾
両

月
納

金
百
両

御
蔵
跡

富
田
屋
卯
兵
衛

七
月
納

金
百
両

南
竹
屋
町

豊
田
屋
助
九
郎

内

弐
拾
五
両

三
月
納

七
拾
五
両

七
月
納

金
九
拾
九
両

月
納

北
浜
弐
丁
目富

田
屋
常
次
郎

代
判
太

助

金
九
拾
両

小
西
町

富
田
屋
幸

助

内

四
拾
両

閏
四
月
納

五
拾
両

七
月
納

金

拾
両

南
江
戸
堀
三
丁
目

土
佐
屋
豊
太
郎

月
納

金
七
拾
弐
両

根
崎
村

富
田
屋
卯
兵
衛

月
納

金
七
拾
両

権
右
衛
門
町解

屋
市
兵
衛

六
拾
四
両

月
納

六
両

九
月
納

金
七
拾
両

内

五
拾
両

七
月
納

弐
拾
両

月
納

安
堂
寺
町
四
丁
目

徳
田
屋
ひ

さ

代
判
泰

蔵

金
六
拾
五
両

長
堀
十
丁
目虎

屋
平
兵
衛

月
納

金
五
拾
両

鍛
冶
屋
町
弐
丁
目

虎

屋
弥
兵
衛

三
月
納

金
四
拾
両

北
久
太
郎
町
弐
丁
目

利
倉
屋
与
兵
衛

月
納

金
三
拾
両

大
沢
町

虎

屋
吉
兵
衛

九
月
納

金
弐
拾
両

江
戸
堀
弐
丁
目

虎

屋
伊
兵
衛

七
月
納

〆
◯印
壱
万
三
千
五
百
拾

両

金
六
百
両

尼
ケ
崎
町
弐
丁
目

千
草
屋
市
五
郎

内

百
五
拾
両

三
月
納

百
五
拾
両

四
月
納

三
百
両

六
月
納

金
百
三
拾
両

梅
本
町

筑
前
屋
三
治
郎

内

七
拾
両

七
月
納

六
拾
両

月
納

金
六
拾
壱
両

堂
島
新
地
弐
丁
目

近
岡
屋
吉
右
衛
門

月
納

〆
七
百
九
拾
壱
両

金
三
千
五
百
両

唐
物
町
三
丁
目

布
屋
吉
郎
兵
衛

内

五
百
両

三
月
納

三
千
両

七
月
納

金
弐
千
五
百
両

安
土
町
壱
丁
目

布
屋

郎
兵
衛

七
月
納

金
千
五
百
両

西
信
町

布

屋
甚
九
郎

内

四
百
両

三
月
納

千
百
両

七
月
納
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金
千
両

橘
通
七
丁
目布

屋
長
兵
衛

内

弐
百
両

三
月
納

百
両

閏
四
月
納

七
百
両

七
月
納

金
七
百
両

内
両
替
町

布
屋

右
衛
門

内

百
五
拾
両

三
月
納

五
百
五
拾
両

七
月
納

金
四
百
両

善
左
衛
門
町布

屋

藤

助

内

五
拾
両

三
月
納

三
百
五
拾
両

七
月
納

金
三
百
五
拾
両

上
難
波
町

沼
田
屋
仙

助

内

百
両

三
月
納

弐
百
五
拾
両

七
月
納

金
三
百
五
拾
両

同

町

沼
田
屋
徳
兵
衛

内

百
両

三
月
納

弐
百
五
拾
両

七
月
納

金
三
百
四
拾
両

本
町
弐
丁
目布

屋
市
良
兵
衛

七
月
納

金
三
百
弐
拾
五
両

本
町
弐
丁
目布

屋
正
兵
衛

内

七
拾
五
両

三
月
納

弐
百
五
拾
両

七
月
納

金
弐
百

拾
両

高
麗
橋
壱
丁
目

布
屋
六
郎
兵
衛

内

百
両

四
月
納

百
両

七
月
納

拾
両

月
納

金
弐
百
六
拾
両

上
難
波
町

沼
田
屋
丈

助

内

百
両

閏
四
月
納

百
三
拾
両

七
月
納

三
拾
両

月
納

金
弐
百
六
拾
両

上
難
波
町

沼
田
屋
幸

助

内

百
両

閏
四
月
納

百
三
拾
両

七
月
納

三
拾
両

月
納

金
弐
百
五
拾
両

玉
沢
町

布

屋
忠
兵
衛

内

五
拾
両

三
月
納

弐
百
両

七
月
納

金
弐
百
五
拾
両

備
後
町
三
丁
目

布

屋
利
兵
衛

内

拾
両

三
月
納

百
七
拾
両

七
月
納

金
弐
百
四
拾

両

内
両
替
町

布

屋
正
兵
衛

内

五
拾
両

三
月
納

百
九
拾

両

月
納

金
弐
百
三
拾
両

海
部
堀
川
町布

屋

和

輔

内

五
拾
両

三
月
納

百

拾
両

七
月
納

金
弐
百
拾

両
壱
歩

安
土
町
壱
丁
目

布

屋

常

助

内

五
拾
両

閏
四
月
納

百
六
拾

両
壱
分

七
月
納

金
弐
百

両
弐
歩

油
町
壱
丁
目布

屋
庄
兵
衛

内

六
拾
両

三
月
納

百
四
拾

両
弐
分

七
月
納

金
弐
百
両

堀
江
橋
通
新
恵
町

布

屋

良

助

内

六
拾
両

四
月
納

百
両

七
月
納

四
拾
両

月
納

金
弐
百
両

本
町
三
丁
目布

屋

甚

助

内

七
月
納

金
百
七
拾
両

油
町
三
丁
目布

屋
弥
兵
衛

内

四
拾
両

三
月
納

百
拾
両

七
月
納

弐
拾
両

月
納

金
百
五
拾
両

唐
物
町
三
丁
目
上
半

布

屋
仁
兵
衛

内

五
拾
両

三
月
納

百
両

七
月
納

金
百
四
拾
両

安
土
町
壱
丁
目

布

屋
小
兵
衛

内

四
拾
両

閏
四
月
納

五
拾
両

七
月
納

五
拾
両

月
納

金
百
弐
拾
九
両

本
町
弐
丁
目布

屋
新
三
郎

内

三
拾
両

三
月
納

九
拾
九
両

月
納
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金
百
弐
拾
両

新
恵
町

布
屋
清
右
衛
門

内

五
拾
両

三
月
納

七
拾
両

月
納

金
百
拾
両

木

南
之
町布

屋
惣
兵
衛

内

七
拾
両

七
月
納

三
拾
両

月
納

拾
両

九
月
納

金
百
拾
両

高
麗
橋
壱
丁
目

布

屋
利
兵
衛

七
月
納

金
百
両

油
町
三
丁
目布

屋
市
左
衛
門

内

五
拾
両

三
月
納

五
拾
両

七
月
納

金
百
両

住
吉
屋
町

布

屋
又
兵
衛

七
月
納

金
百
両

幸
町
四
丁
目布

屋
弥
之
助

七
月
納

金
百
両七月

納

上
魚
屋
町

布

屋
与
兵
衛

代
判
直
助

金
九
拾
両

北
堀
江
三
丁
目

布
屋
弥
三
兵
衛

内

三
拾
両

四
月
納

六
拾
両

七
月
納

金
九
拾
両

糀

町

布

屋

清

助

内

三
拾
両

三
月
納

六
拾
両

七
月
納

金
七
拾
両

油
町
三
丁
目布

屋
平
兵
衛

内

五
拾
両

月
納

弐
拾
両

月
納

金
七
拾
両

白
銀
町

布

屋
喜
三
郎

七
月
納

金
六
拾
両

南
鍋
屋
町

布

屋
半
兵
衛

七
月
納

金
五
拾
五
両

呉
服
町

布

屋
元
次
郎

七
月
納

金
三
拾
両

南
瓦
屋
町

布

屋

武

助

九
月
納

〆
壱
万
五
千
三
百
六
拾
三
両
三
分

⑵
⑴

金

壱
万

千
四
百

拾
九
両
三
歩

長

田
作
兵
衛

五
千
五
百
両

三
月
納

九
千
百
五
拾
両

御
東
下
閏
四
月
納

千
三
百
三
拾
九
両
三
分

七
月
納

弐
千
五
百
両

御
東
幸
九
月
納

金

千
両

長

田
作
五
郎

弐
千
五
百
両

三
月
納

三
千
五
百
両

御
東
下
閏
四
月
納

千
両

六
月
納

千
両

御
東
幸
九
月
納

付
箋
１
）

「
九
千
三
百
三
拾
九
両
三
分

五
千
五
百
両

三
月
納

千
三
百
三
十
九
両
三
分

七
月
納

弐
千
五
百
両

御
東
幸
九
月
納

四
千
五
百
両

弐
千
五
百
両

三
月
納

千
両

六
月
納

千
両

御
東
幸
九
月
納

」

付
箋
２
）

「
六
千

百
三
拾
九
両
三
分

内

五
千
五
百
両

三
月
納

千
三
百
三
十
九
両
三
分

七
月
納

三
千
五
百
両

内

弐
千
五
百
両

三
月
納

千
両

六
月
納

」
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金

百
両

伏
見
町

大
庭
屋
栄

助

内

三
百
両

閏
四
月
納

五
百
両

七
月
納

金
七
百
拾
五
両

江
戸
堀
五
丁
目

大
庭
屋
次
郎
右
衛
門

内

百
両

三
月
納

六
百
拾
五
両

七
月
納

金
七
百
両

本
町
三
丁
目大

庭
屋
宇
右
衛
門

内

百
両

三
月
納

六
百
両

七
月
納

金
六
百
五
拾
両

南
久
宝
寺
町
弐
丁
目

帯
屋

嘉
兵
衛

内

三
百
両

三
月
納

三
百
五
拾
両

七
月
納

金
六
百
両

塩
町
三
丁
目小

橋
屋
嘉
兵
衛

内

百
両

三
月
納

五
百
両

七
月
納

金
五
百
四
拾
両

長
堀
富
田
屋
町

大
津
屋
作
次
郎

内

百
両

三
月
納

四
百
四
拾
両

七
月
納

金
五
百
両

堂
島
中
弐
丁
目

尾
張
屋
七
兵
衛

内

三
百
三
拾
五
両

七
月
納

百
六
拾
五
両

七
月
納

金
四
百
弐
拾
両

唐
物
町
三
丁
目
下
半

大
菱
屋
市
兵
衛

内

七
拾
両

三
月
納

三
百
五
拾
両

七
月
納

金
四
百
両

南
渡
辺
町

大
津
屋
太

助

内

百
両

四
月
納

三
百
両

七
月
納

金
三
百

拾
両

安
堂
寺
町
弐
丁
目

大

屋
作
兵
衛

内

拾
両

三
月
納

三
百
両

七
月
納

金
三
百
七
拾
五
両

南
本
町
三
丁
目

音
羽
屋
市
兵
衛

内

百
両

三
月
納

弐
百
五
拾
両

七
月
納

弐
拾
五
両

月
納

金
三
百
五
拾
両

北
久
宝
寺
町
五
丁
目

小
橋
屋
兵
之
助

七
月
納

金
三
百
五
拾
両

今
橋
壱
丁
目大

眉
五
兵
衛

三
月
納

金
三
百
両

菊
屋
町

小
倉
屋
平
右
衛
門

内

百
両

三
月
納

弐
百
両

七
月
納

金
弐
百
五
拾
三
両

博
労
町

大

屋
太

助

内

六
拾
両

閏
四
月
納

九
拾
両

七
月
納

百
三
両

月
納

金
弐
百
四
拾
九
両
弐
歩

塩
町
三
丁
目帯

屋
権
兵
衛

内

百
両

三
月
納

百
四
拾
九
両
弐
分

七
月
納

金
弐
百
三
拾
両

谷
町
弐
丁
目大

坂
屋
作
兵
衛

内

三
拾
両

四
月
納

百
両

七
月
納

百
両

月
納

金
弐
百
弐
拾
両

堂
島
新
地
三
丁
目

大
坂
屋
吉
兵
衛

内

百
両

三
月
納

百
弐
拾
両

七
月
納

金
弐
百
両

塩
町
四
丁
目小

橋
屋
利
兵
衛

七
月
納

金
弐
百
両

高
麗
橋
三
丁
目

苧
屋
吉
右
衛
門

七
月
納

金
弐
百
両

天
満
源

町尾
張
屋
寅

吉

内

百
両

三
月
納

百
両

七
月
納

金
弐
百
弐
拾
両

天
満
十
丁
目尾

張
屋
嘉
兵
衛

内

七
拾
両

四
月
納

百
五
拾
両

七
月
納
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金
百

拾
四
両

南
堀
江
三
丁
目

大
谷
屋
半
次
郎

内

五
拾
九
両

七
月
納

九
拾
六
両

月
納

弐
拾
九
両

九
月
納

金
百
七
拾
五
両

塩
町
三
丁
目帯

屋
長
十
郎

内

百
両

七
月
納

七
拾
五
両

月
納

金
百
七
拾
両

淡
路
町
壱
丁
目

大
津
屋
新

助

内

七
拾
両

三
月
納

百
両

七
月
納

金
百
七
拾
両

源
左
衛
門
町帯

屋
宇
兵
衛

内

五
拾
両

三
月
納

百
弐
拾
両

七
月
納

金
百
五
拾

両

小
浜
町

小
倉
屋
嘉
兵
衛

内

五
拾
両

四
月
納

五
拾
両

閏
四
月
納

五
拾

両

月
納

金
百
五
拾
両

塩
町
三
丁
目小

橋
屋
彦
九
郎

内

五
拾
両

三
月
納

百
両

七
月
納

金
百
五
拾
両

本
町
橋
詰
町小

倉
屋
利
兵
衛

内

六
拾
両

閏
四
月
納

九
拾
両

七
月
納

金
百
四
拾
九
両

本
町
弐
丁
目大

菱
屋
平
兵
衛

内

三
拾
両

三
月
納

百
拾
九
両

月
納

金
百
四
拾
両

備
後
町
五
丁
目

大
庭
屋
甚
兵
衛

月
納

金
百
三
拾

両
壱
歩

天
満
拾
丁
目尾

張
屋
重

助

七
月
納

金
百
三
拾
五
両

京
町
堀
壱
丁
目

帯

屋

幸

助

内

五
拾
両

四
月
納

拾
五
両

七
月
納

金
百
三
拾
両

南
本
町
三
丁
目

大
庭
屋
清
兵
衛

内

三
拾
両

三
月
納

百
両

七
月
納

金
百
弐
拾
両

京
橋
六
丁
目大

鶴
屋
九

蔵

七
月
納

金
百
拾
五
両

本
町
弐
丁
目小

沢
屋
新

六

内

四
拾
両

閏
四
月
納

七
拾
五
両

月
納

金
百
壱
両

内

五
拾
両

閏
四
月
納

五
拾
壱
両

九
月
納

百
貫
町

尾
張
屋
種

蔵

代
判
清
兵
衛

金
百
両

安
堂
寺
町
壱
丁
目

斧

屋

定

七

内

五
拾
両

七
月
納

五
拾
両

月
納

金
百
両

慶
光
院
屋
鋪大

坂
屋
弥
太
郎

月
納

金
百
両

天
満
南
富
田
町

小
花
屋
治
兵
衛

内

五
拾
両

三
月
納

五
拾
両

月
納

金
九
拾
両

北
久
太
郎
町
四
丁
目

大
庭
屋
治
兵
衛

内

七
拾
両

七
月
納

弐
拾
両

月
納

金

拾

両

錫
屋
町

大
庭
屋
市
兵
衛

内

弐
拾
両

閏
四
月
納

六
拾

両

月
納

金

拾

両

北
久
宝
寺
町
弐
丁
目

大
坂
屋
長
兵
衛

月
納

金

拾
両

船
越
町

尾
張
屋
惣
右
衛
門

九
月
納
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金

拾
両

唐
物
町
三
丁
目
上
下

大
菱
屋
文

助

月
納

金

拾
両

堂
島
新
地
壱
丁
目

岡
田
屋
兵
次
郎

内

六
拾
七
両

月
納

拾
三
両

月
納

金
七
拾
五
両

天
満
滝
川
町大

津
屋
五
郎
兵
衛

月
納

金
六
拾
両

北
久
太
郎
町
壱
丁
目

大
野
屋
七
兵
衛

月
納

金
六
拾
両

天
満
堀
川
町小

美
屋
菊
之
助

月
納

金
五
拾

両

道
修
町
壱
丁
目

帯

屋

惣

七

月
納

金
五
拾
五
両

衽

町

大
島
屋
久
兵
衛

内

弐
拾
五
両

四
月
納

三
拾
両

月
納

金
五
拾
三
両
壱
分

本
町
壱
丁
目大

庭
屋
由
兵
衛

月
納

金
五
拾
三
両

北
勘
四
郎
町大

屋
正

助

月
納

金
五
拾
弐
両

長
堀
心
斎
橋大

坂
屋
定

助

月
納

金
五
拾
両

北
浜
弐
丁
目大

鹿
屋
吉
兵
衛

月
納

金
五
拾
両

升
屋
町

小
野
屋
弥
兵
衛

三
月
納

金
五
拾
両

高
麗
橋
三
丁
目

苧

屋
弥
兵
衛

七
月
納

金
四
拾
九
両
壱
歩

北
勘
四
郎
町大

屋
庄
兵
衛

月
納

金
弐
拾
五
両

長
町

丁
目帯

屋
喜
兵
衛

四
月
納

金
弐
拾
五
両

高
津
五
右
衛
門
町

小
田
原
屋
嘉
助

月
納

金
弐
拾
四
両

天
満
定
心
町大

坂
屋
清
兵
衛

月
納

金
拾
九
両

本
町
五
丁
目帯

屋
弁
次
郎

九
月
納

金
拾
両

家
根
屋
町

音
羽
屋
治
兵
衛

月
納

〆
◯印
弐
万
弐
千
九
百
五
拾
弐
両

⑵
⑴

金

五
千
九
百
両
弐
歩

和
田
久
左
衛
門

内

三
千
五
百
両

三
月
納

二
千
両

御
東
下
閏
四
月
納

四
百
両
弐
分

御
東
幸
九
月
納

（
付
箋
１
）

「
三
千
九
百
両
弐
歩

三
千
五
百
両

三
月
納

四
百
両
弐
分

御
東
幸
九
月
納

」

（
付
箋
２
）

「
三
千
五
百
両

三
月
納

」
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金
弐
千
百
両

幸
町
五
丁
目綿

屋
喜
兵
衛

内

千
五
百
両

七
月
納

五
百
両

月
納

百
両

九
月
納

金
千
両七月

納

淡
路
町
弐
丁
目

若
狭
屋
与
右
衛
門

安
土
町
弐
丁
目

同

藤

兵

衛

金

百
弐
拾
五
両

安
土
町
弐
丁
目

綿

屋

こ

と

内

五
拾
両

三
月
納

六
百
七
拾
五
両

七
月
納

百
両

月
納

金
五
百
三
拾
七
両
弐
歩

老
松
町

綿

屋
庄
兵
衛

内

三
百
三
拾
七
両
弐
分

三
月
納

弐
百
両

七
月
納

金
四
百
両

南
問
屋
町

綿

屋
重
五
郎

内

百
両

三
月
納

弐
百
両

七
月
納

百
両

月
納

金
三
百
三
拾
両

天
満
津
国
町綿

屋
宗
兵
衛

内

百
両

三
月
納

弐
百
三
拾
両

七
月
納

金
三
百
両

天
満
宮
之
前
町

綿

屋

利

内

五
拾
両

四
月
納

弐
百
五
拾
両

七
月
納

金
三
百
両

同
老
松
町

綿

屋
利
兵
衛

内

百
両

三
月
納

弐
百
両

七
月
納

金
弐
百

拾
両

同
滝
川
町

綿

屋
半
兵
衛

内

五
拾
両

三
月
納

百
五
拾
両

七
月
納

四
拾
両

月
納

三
拾
両

九
月
納

金
弐
百
五
拾
両

堂
島
船
大
工
町

綿

屋
庄
次
郎

内

五
拾
両

三
月
納

弐
百
両

月
納

金
百
九
拾
両

上
難
波
町

綿

屋

太

助

内

六
拾
両

閏
四
月
納

百
三
拾
両

七
月
納

金
百

拾
両

同

町

綿

屋
儀
三
郎

内

百
両

閏
四
月
納

拾
両

月
納

金
百
六
拾
両

西
笹
町

綿

屋
卯
兵
衛

内

五
拾
両

四
月
納

六
拾
両

七
月
納

五
拾
両

月
納

金
百
五
拾
両

南
久
宝
寺
町
弐
丁
目

若
狭
屋
勘
兵
衛

内

五
拾
両

三
月
納

百
両

月
納

金
百
五
拾
両

南
勘
四
郎
町綿

屋
喜
兵
衛

内

五
拾
両

三
月
納

百
両

七
月
納

金
百
四
拾
九
両

岩
田
町

綿
屋
七
右
衛
門

内

六
拾
両

四
月
納

拾
九
両

月
納

金
百
三
拾
両

玉
水
町

若
松
屋
吉
次
郎

内

五
拾
両

四
月
納

拾
両

七
月
納

金
百
三
拾
両

長
堀
十
丁
目鷲

屋
惣
兵
衛

内

五
拾
両

閏
四
月
納

拾
両

月
納

金
百
三
拾
両

天
満
金
谷
町綿

屋
利
三
郎

月
納

金
百
拾
両

根
崎
村

和
久
屋
新
兵
衛

内

五
拾
両

閏
四
月
納

五
拾
両

月
納

拾
両

九
月
納

金
百
両

金
田
町

若
林
屋
弥
兵
衛

月
納
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金
百
両

御
池
通
五
丁
目

若
林
屋
儀
兵
衛

月
納

金
百
両

天
満
今
井
町綿

屋
久
兵
衛

内

五
拾
両

四
月
納

五
拾
両

七
月
納

金
百
両

淡
路
町
弐
丁
目

若
狭
屋
与
右
衛
門

三
月
納

金

拾

両

天
満
地
下
町綿

屋

利

助

内

三
拾
両

閏
四
月
納

五
拾

両

月
納

金

拾
両

天
満
今
井
町綿

屋

栄

蔵

内

三
拾
両

四
月
納

五
拾
両

月
納

金
七
拾
九
両

南
本
町
弐
丁
目

綿
屋
清
右
衛
門

内

弐
拾
五
両

三
月
納

五
拾
四
両

月
納

金
七
拾
五
両

信
保
町

綿

屋
松
兵
衛

月
納

金
七
拾
両

亀
井
町

若
狭
屋
卯

内

五
拾
両

七
月
納

弐
拾
両

月
納

金
六
拾
九
両
壱
分
三
朱

善
左
衛
門
町綿

屋
卯
兵
衛

七
月
納

金
六
拾
両

南
瓦
屋
町

若
狭
屋
喜
兵
衛

七
月
納

金
六
拾
両

上
本
町
壱
丁
目

藁

屋

中

内

三
拾
五
両

七
月
納

弐
拾
五
両

月
納

金
六
拾
両

安
堂
寺
町
弐
丁
目
下
半

若
狭
屋
善
次
郎

月
納

金
六
拾
両

根
崎
村

綿

屋
平
兵
衛

月
納

金
五
拾
九
両

天
満
津
国
町綿

屋
新
兵
衛

内

三
拾
両

閏
四
月
納

弐
拾
九
両

月
納

金
五
拾
五
両

堂
島
新
地
北
ノ
町

若
松
屋
新
兵
衛

七
月
納

金
五
拾
三
両
三
歩

山
家
屋
町

綿

屋

庄

蔵

七
月
納

金
五
拾
両

南
久
宝
寺
町
四
丁
目

和
田
屋
庄
兵
衛

月
納

金
五
拾
両

天
満
有
馬
町綿

屋
梅
次
郎

七
月
納

金
五
拾
両

安
土
町
弐
丁
目

若
狭
屋
藤
兵
衛

四
月
納

金
五
拾
両

根
崎
新
地
弐
丁
目

綿

屋
源
兵
衛

閏
四
月
納

金
四
拾
七
両

南
鍋
屋
町

若
狭
屋
治
兵
衛

月
納

金
三
拾

両

南
堀
江
弐
丁
目

綿

屋

伝

蔵

月
納

金
三
拾
両

呉
服
町

若
松
屋
儀

郎

月
納
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金
三
拾
両

湊
橋
町

綿

屋

清

九
月
納

金
拾

両

根
崎
新
地
壱
丁
目

綿

屋

宗

助

九
月
納

金
六
拾
両
（ママ）

舛
屋
町

綿
屋
助
右
衛
門

月
納

〆
◯印
壱
万
弐
千
九
百
九
拾
三
両
弐
分
三
朱

金
三
千
七
百
両

内

四
百
五
拾
両

三
月
納

弐
百
五
拾
両

四
月
納

弐
千
五
百
両

七
月
納

五
百
両

七
月
納

今
橋
弐
丁
目

池
屋
善
五
郎

代
判
左
十
郎

金
弐
千
七
百
両

同

町

池
屋
篤
兵
衛

内

七
百
両

三
月
納

弐
千
両

六
月
納

金
弐
千
三
百
両

内
平
野
町

河
内
屋
又
右
衛
門

内

三
百
両

三
月
納

弐
千
両

七
月
納

金
弐
千
両

尼
ケ
崎
町
壱
丁
目

池
屋
重
太
郎

内

千
両

三
月
納

千
両

六
月
納

金
弐
千
両

同

町

池
屋
伊
兵
衛

内

千
両

三
月
納

千
両

六
月
納

金
千
六
百
両

今
橋
弐
丁
目

池
屋
伊

助

内

三
百
両

三
月
納

千
両

六
月
納

三
百
両

七
月
納

金
千
弐
百
五
拾
両

和
泉
町

池
屋
新
十
郎

内

三
百
両

三
月
納

三
百
両

四
月
納

五
百
両

七
月
納

百
五
拾
両

九
月
納

金
千
百
両

長
堀
清
兵
衛
町

河
内
屋
佐
兵
衛

内

百
両

三
月
納

四
百
九
拾
七
両
弐
分

七
月
納

四
百
両

月
納

百
弐
両
弐
分

九
月
納

金
千
五
拾
両

堂
島
船
大
工
町

河
内
屋
善

助

内

百
五
拾
両

三
月
納

九
百
両

七
月
納

金
千
両

北
浜
弐
丁
目河

内
屋
仁
三
郎

内

弐
百
両

三
月
納

百
両

七
月
納

金

百
七
拾
三
両
弐
朱

茂
左
衛
門
町蒲

嶋
屋
次
郎
吉

内

三
百
両

三
月
納

五
百
四
拾
五
両
弐
朱

七
月
納

弐
拾

両

九
月
納

金

百
両

道
修
町
四
丁
目

加
賀
屋
四
郎
兵
衛

内

弐
百
両

三
月
納

六
百
両

七
月
納

金
七
百
五
拾
両

梶
木
町

屋

恒

助

内

百
両

三
月
納

百
両

四
月
納

五
百
五
拾
両

七
月
納

金
七
百
壱
両
壱
歩

御
幸
町

河
内
屋
九
右
衛
門

内

百
両

三
月
納

六
百
壱
両
壱
分

七
月
納

金
七
百
両

尼
崎
町
弐
丁
目

加
納
屋
治
太
郎

内

百
両

七
月
納

六
百
両

七
月
納

金
七
百
両

天
満
船
大
工
町

河
内
屋
仁
兵
衛

内

百
両

三
月
納

六
百
両

七
月
納

金
六
百
両

南
渡
辺
町

河
内
屋
又
三
郎

内

百
両

閏
四
月
納

五
百
両

七
月
納

金
五
百
九
拾
七
両
壱
歩
三
朱

北
堀
江
四
丁
目

加
賀
屋
甚
兵
衛

内

五
拾
両

三
月
納

五
百
四
拾
七
両
壱
分
三
朱

七
月
納
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